
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

￥
保険税

　国保税の計算は、下表のとおり３つの内訳（医療分、支援金分、介護分）があり、それぞれ所得割、均等割、

平等割の３区分に分かれています。

　なお、高所得者（合計所得金額 2,400万円超）の場合は、基礎控除額が少なくなります。

※　国保加入者ごとの令和 3年中（１月から12月まで）の所得金額からそれぞれ基礎控除額を引いた合計金額

・所得割額：世帯の国保加入者の所得金額により算出される金額

・均等割額：世帯の国保加入者の人数により算出される金額

・平等割額：国保加入者１世帯あたりの金額

◎　介護分について

①　年度の途中で40歳を迎える方（介護保険の第2号被保険者）

　　誕生月から年度末までを月割りで計算し、誕生月の翌月に税額変更通知書を送付します。

②　年度の途中で65歳を迎える方（介護保険の第1号被保険者）

　　誕生月の前月分までを月割りで計算した税額が当初から課税されているので、税額変更はありません。　

　（65歳以上の方は、別に介護保険料をお支払いいただきますが、二重払いにはなりません。）

◎　年度の途中で75歳を迎える方

　　誕生月の前月分までを月割りで計算した税額が当初から課税されているので、税額変更はありません。

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

判定基準所得額＝擬制世帯主（国保に加入していない世帯主）を含めた被保険者等全員の所得の合計
※１　給与所得者等…一定の給与所得（給与収入55万円超）がある人と公的年金の支給（60万円超（65歳未満）

又は110万円超（65歳以上））を受ける人をいいます。
※２　被保険者等…国保被保険者と国保から後期高齢者制度に移行した人をいいます。

軽減割合
７割
５割
２割

判定基準所得額が43万円＋10万円×（給与所得者等※1の人数－1）以下
判定基準所得額が43万円＋（被保険者等※2の人数×28万5千円）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下
判定基準所得額が43万円＋（被保険者等の人数×52万円）＋10万円×（給与所得者等の人数－1）以下
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